
子育て・教育 

●準要保護世帯等への臨時特別給付金について 

Ｑ． 

政府が緊急対策で、所得の低い子育て世帯を対象に子ども 1 人あたり 5 万円を給付する

ようですが、今回も準要保護世帯は支給対象外です。準要保護世帯は、（市町村教育委員会

が生活保護法第 6 条第 2 項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者）

なので同等に支援してほしいです。市独自の対策をお願いします。 

 

（令和 4年 4月受付） 

 

 

 

 

Ａ． 

 新発田市は「住みよいまち日本一 健康田園文化都市・しばた」の実現に向け、「少

子化対策」「産業振興」「教育の充実」「健康長寿」の四つの視点でまちづくりを進めて

おります。このうち、「少子化対策」「教育の充実」においては、２歳児の保育料無料化

や児童クラブ利用料無償化など市独自の施策を充実させており、子育てしやすい環境づ

くりを推進しているところです。このように多角的に子育て支援を実施していることか

ら、就学援助のほかには準要保護世帯を対象とした支援は現時点では行ってはおりませ

ん。しかしながらお気持ちは充分理解できますことから、国・県と連携しながら、市独

自の支援策を講じてまいりたいと考えております。 

 また、市では、市民の皆様の生活の困りごとについて、様々な支援策をご用意してお

ります。広報しばたの各月 15 日号の後ろから２ページ目に「くらしの相談所」として

各種の相談窓口や開設予定をご紹介しておりますので、お気軽にご利用いただければ幸

いです。 

 

（令和 4年 5月 13日回答） 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 

 

 


